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平成 28 年度 特定共同指導・共同指導（薬局）における主な指摘事項 
 

１ 調剤全般に関する事項 

○ 処方せんの取扱い 

・不備のある処方せんを受け付け、調剤を行っている。 

（例：保険医の記名押印又は署名がないもの） 

○ 処方内容に関する薬学的確認 

・処方内容について確認を適切に行っていない。（処方医への疑義照会を行ってい

るものの、その内容等を処方せん又は調剤録に記載していないものを含む。） 

（例：薬剤の処方内容より禁忌例への使用が疑われるもの、医薬品医療機器等法に

よる承認内容と異なる用法・用量で処方されているもの、過量投与が疑われ

るもの、投与期限の上限が設けられている医薬品の上限を超えて処方されて

いるもの、重複投薬が疑われるもの、薬学的に問題がある多剤併用が疑われ

るもの、漫然と長期にわたり処方されているもの等） 

○ 調剤 

・後発医薬品への変更調剤について適切に行っていない。  

（例：後発医薬品を希望している患者に対して、先発医薬品から後発医薬品への変

更可能な処方せんであって、当該処方に係る後発医薬品を支給可能又は備蓄

しているにもかかわらず、先発医薬品を調剤している。） 

○ 調剤済処方せんの取扱い 

・調剤済み年月日を記載していない。 

・保険薬剤師の署名又は姓名の記載、押印をしていない。 

・「備考」欄又は「処方」欄に記入する記載事項について、医師に照会を行った場

合、その回答内容を記載していない。 

 

２ 調剤技術料に関する事項  

○ 調剤料 

・内服薬につき、１剤とすべきところ、２剤として算定している。 

・外用薬につき、１調剤とすべきところ、２調剤として算定している。 

○ 一包化加算 

・治療上の必要性が認められない場合に算定している。 

・医師の了解を得た上で行ったものではない場合に算定している。 

○ 自家製剤加算 

・調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されて

いる場合に算定している。 

・調剤録等に製剤工程を記載していない。 

 

３ 薬学管理料に関する事項 

○ 薬剤服用歴管理指導料 

・レセプトコンピュータの初期設定が、薬剤服用歴管理指導料を算定するようにな



 

2 

っており、自動的な算定となるおそれがある。 

・処方せんの受付後、薬を取りそろえる前に薬剤師が患者等に対して行う確認を行

っていない又は事務員が代行している。 

（例：服薬状況、残薬状況、患者の服薬中の体調の変化、併用薬等の情報、他科受

診の有無、副作用が疑われる症状の有無）   

○ 薬剤服用歴の記録 

・薬剤服用歴の記録を最終の記入の日から３年間保存していない。 

・必要な事項の記載がない。 

（例：アレルギー歴、副作用歴、服薬状況、残薬の状況、後発医薬品の使用に関す

る患者の意向、服薬指導の要点） 

・薬剤服用歴への記載が、指導後速やかに完了していない。 

○ 経時的に薬剤の記録が記入できる薬剤の記録専用の手帳 

・手帳による情報提供について、記載事項の不備や不適切な例がある。 

○ 薬剤服用歴の記録（電磁的記録の場合）の保存等 

・運用管理規程を作成していない。 

・真正性、見読性、保存性が確保されていない。 

・定期的に職員に対し個人情報の安全管理に関する教育訓練を行っていない。 

○ 麻薬管理指導加算 

・薬剤服用歴の記録に指導の要点を記載していない。 

○ 特定薬剤管理指導加算 

・特に安全管理が必要な医薬品に該当しない医薬品について算定している。 

・特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合に、その全てについての

必要な薬学的管理及び指導を行っていない。 

・対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った

指導の要点を薬剤服用歴の記録に記載していない。 

○ 乳幼児服薬指導加算 

・幼児に係る処方せんの受付の際に確認した体重等について、薬剤服用歴の記録及

び手帳に記載していない。 

 

４ 事務的事項 

・届出事項の変更が速やかに行われていない。 

・掲示や一部負担金等の取扱いが不適切である。 

・連絡先電話番号等を記載した文書を交付していない又は初回の処方せん受付 時

に患者又はその家族等に対して説明していない。 

 

５ その他 

・一般名処方が行われた医薬品について、後発医薬品を調剤しなかった場合に、そ

の理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載していない。 


